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（目的）  

第 1 条  この規程は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構法（平成１４年法律第１４５号。以下「機構法」という。）

第１５条第１項第３号の規定に基づき、独立行政法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構（以下「機構」という。）が行う経 済

産 業 省 か ら の 研 究 協 力 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 づ く 研 究 協 力

事業費助成金（以下「助成金」という。）の交付手続等を定め 、

もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。 

（適用）  

第 ２ 条  機構が行う助成金の交付は、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、機構法、独



立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並び

に 財 務 及 び 会 計 に 関 す る 省 令 （ 平 成 １ ５ 年 経 済 産 業 省 令 第 120

号）、研究協力事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）

並びに独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネ

ルギー・産業技術業務方法書（１５度新エネ総第 1001004 号）に

定められたものによるほか、この規程による。  

 

（交付の対象）  

第 ３ 条  機構は、開発途上にある海外の地域（以下「開発途上地域」

という。）において必要があり、かつ、当該 開発途上地域の試験

研 究 機 関 等 が 自 ら で は 実 施 す る こ と が 困 難 な 研 究 開 発 を 当 該 試

験研究機関等と共同して行う者に対し、当該研究開発に必要な経

費を助成する。  

（交付に係る選定の基準）  

第 ４ 条  機構は、助成金の交付の相手方（以下「助成事業者」とい

う。）の選定に当たっては、次の各 号に掲げる事項を基準として

行う。  

一  開 発 途 上 地 域 の 試 験 研 究 機 関 等 が 自 ら で は 実 施 す る こ と が

困 難 な 研 究 開 発 を 当 該 試 験 研 究 機 関 等 を 補 完 し て 実 施 す る 技

術的能力を有すること。  

二  当該研究開発を行うに当たっての体制（相手国との協力体制

等）が整備されていること。  

三  関連分野の研究開発等に関する実績を有すること。  

四  研究実施場所を海外（相手国内）に確保し、それらを運営・

管理できる能力を有すること。  

五  助成事業遂行に必要な経営基盤を有し、かつ経理その他の事

務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。  



 （助成対象経費）  

第 ５ 条  機構が行う助成対象経費の助成は、第３条に規定する研究

開発に必要な経費のうち、機構が別表に定めるものの範囲とする。 

 （助成金の交付額）  

第 ６ 条  前条に規定する経費に対して交付する助成金の額は、予算

の範囲内であって、機構が助成率を定めた事業の場合は、前条に

規 定 す る 助 成 対 象 経 費 の 区 分 ご と に 別 途 定 め る 助 成 率 を 乗 じ た

金額以内とし、定額助成と定めた事業の場合は、その金額以内と

する。  

 （助成事業の選定）  

第 7 条  機構は、提案公募型開発支援研究協力及び環境技術総合研

究 協 力 に 係 る 助 成 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 の 実 施 を 希 望 す る

者に対し、機構が別に指示する公募要領に基づき提案書を提出さ

せ、その内容について別に定める審査基準に基づき審査し、助成

事業を選定するものとする。  

 （交付の申請）  

第８条  機構は、助成金の交付の申請をしようとする者（以下「申

請者」という。）に対し、様式第１による助成金交付申請書（以

下「交付申請書」という。）及び機構が別に指示する書面を添 付

して機構が別に指示する期日までに提出させるものとする。  

２  機構は、申請者が前項の助成金の交付の申請をするに当たって

は、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

（助成対象経費に含まれる消費税及 び地方消費税相当額のうち 、

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係

る 消 費 税 額 と し て 控 除 で き る 部 分 の 金 額 及 び 当 該 金 額 に 地 方 税

法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率

を乗じて得た金額の合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以

下同じ。）を減額して行わせるものとす る。ただし、申請時に お

い て 当 該 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税 額 が 明 ら か で



ないものについては、この限りでない。  

 （交付の決定等）  

第９条  機構は、前条の規定による交付申請書の提出があったとき

は、その内容について審査を行うこととする。ただし、提案公募

型 開 発 支 援 研 究 協 力 及 び 環 境 技 術 総 合 研 究 協 力 に 係 る 助 成 金 の

交 付 の 対 象 と な る 交 付 申 請 書 に つ い て は 第 ７ 条 に 定 め る 審 議 結

果を参考としてその内容を審査することとする。  

２  機構は、前項の審査の結果、助成金を交付すべきものと認めた

ときは、様式第２による交付決定通知書により申請者に通知する。 

３  前項の場合において、機構は、助成金の適正な交付を行うため

に必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正

を加えて助成金の交付の決定をすることができるものとする。  

４  機構は、第２項又は前項による交付の決定を行うに当たっては、

前 条 第 ２ 項 に よ り 助 成 金 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕

入 控 除 税 額 に つ い て 減 額 し て 交 付 申 請 が な さ れ た も の に つ い て

は、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額を減額して行うものとする。  

５  機構は、前条第２項ただし書による交付の申請がなされたもの

については、助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額について、助成金の額の確定に おいて減額を行うこととし 、

その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。  

６  機構は、助成金の交付が適当でないと認めるときは、理由を付

してその旨を申請者に通知するものとする。  

 （交付に当たっての条件）  

第 10 条  機構は、助成金の交付を決定する場合において、次に掲

げる事項につき条件を付するものとする。  

一  助成事業者は、助成金の交付の決定の内容及びこれに付した

条件に従い、善良なる管理者の注意をもって助成事業を行うべ



きこと。  

二  助成事業者は、決定された助成金の額の変更又は助成事業の

内 容 の 変 更 （ 軽 微 な も の を 除 く 。） を し よ う と す る と き は 、 あ

らかじめ機構の承認を受けるべきこと。  

三  助成事業者は、助成事業を中止し、又は廃止しようとすると

きは、機構の承認を受けるべきこと。  

四  助成事業者は、助成事業を遂行するための契約をするときは、

助 成 事 業 の 運 営 上 一 般 競 争 入 札 に よ る こ と が 著 し く 困 難 又 は

不適当である場合を除き、一般競争入札によるべきこと。  

五  助成事業者は、助成事業の経理について助成事業以外の経理

と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかに

しておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を

助成事業の完了した日（助成事業の廃止の承認を受けたときは、

その承認のあった日）の属する会計年度の終了後５年間保存し

ておくべきこと。  

六  助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了することがで

き な い と 見 込 ま れ る 場 合 又 は 助 成 事 業 の 遂 行 が 困 難 と な っ た

場合においては、様式第３による事故報告書を速やかに機構に

提出し、その指示を受けるべきこと。  

七  助成事業者は、助成事業が完了したときは、完了の日から５

０日以内に研究協力の成果報告書を機構に提出すべきこと。  

八  助成事業者は、助成事業が完了したとき（第３号の廃止の承

認 を 受 け た と き を 含 む 。） は 、 完 了 の 日 （ 助 成 事 業 の 廃 止 の 承

認を受けたときは、その承認のあった日。以下同じ。）までに、

又 は 助 成 事 業 が 完 了 せ ず に 機 構 の 会 計 年 度 が 終 了 し た と き は 、

当該会計年度終了日に、様式第４による実績報告書を機構に提

出すべきこと。  

九  助成事業者は、機構が、助成事業の適正な遂行に必要な範囲

において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅

滞なくこれに応ずべきこと。  



十  助 成 事 業 者 は 、 機 構 が 助 成 事 業 に 係 る 実 績 の 報 告 等 を 受 け 、

そ の 報 告 等 に 係 る 助 成 事 業 の 実 績 が 助 成 金 の 交 付 の 決 定 の 内

容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、機構の

指示に従うべきこと。  

十一  助成事業者は、機構が第２１条第２項の規定により助成金

の全部又は一部の返還を請求したときは、機構が指定する期日

までに返還すべきこと。  

十二  助成事業者は、第２１条第１項の規定により助成金の返還

請求の通知を受けたときは、助成金の受領の日から納付の日ま

での日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付した場合に

おけるその後の期間については、既納付額を控除した額）につ

き年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を加えて返

還すべきこと。  

十三  助成事業者は、返還すべき助成金を期日までに納付しなか

ったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、そ

の未納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延

滞金を納付すべきこと。  

十四  助成事業者は、助成事業の実施により取得し、又は効用の

増 加 し た 財 産 若 し く は 成 果 （ 以 下 「 取 得 財 産 等 」 と い う 。） に

ついては、善良なる管理者の注意をもって管理し、その管理に

係る台帳を備え、その管理状況を明らか に し て お く べ き こ と 。 

十五  助成事業者は、経済産業大臣が別に定める期間内において、

当 該 助 成 金 に よ り 取 得 財 産 等 を 助 成 金 の 交 付 の 目 的 に 反 し て

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとす

る と き （ 以 下 「 処 分 」 と い う 。） は 、 あ ら か じ め 機 構 の 承 認 を

受けるべきこと。  

十六  助成事業者は、処分を制限された取得財産等の処分により

収益が生じたときは、機構の請求に応じ、その収入の全部又は

一 部 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 相 当 額 を 除 く 。） を 納 付 す

べきこと。  



十七  助成事業者は、助成金の交付の決定の内容又はこれに付し

た条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとす

るときは、交付の決定の通知を受けた日から５日以内に、様式

第 ５ に よ る 助 成 金 交 付 申 請 取 下 げ 届 出 書 を 機 構 に 提 出 す る こ

とにより行うべきこと。  

十八  助成事業者は、機構が助成事業の遂行に当たって指導、監

督を行うときは、これに従うべきこと。  

十九  助成事業者は、助成事業を行うに当たって生じた事故、損

害等については自己の責任とし、機構にいかなる責任も負わせ

ないこと。  

二十  助成事業者は、助成事業終了後、機構の指示があった際は、

助成事業の効果等を報告すべきこと。  

二十一  助成事業者は、労務費の算定に当たっては機構が別途定

める単価を用いること。  

二十二  助成事業者は、当該助成事業の成果について、第三者へ

の不正な流出を防止するため、従業員等との間で退職後の取り

決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとる

とともに、不正に第三者への成果の流出があった場合には、遅

滞なく機構に報告し、不正行為者に対し法的措置を講じるなど、

適切に対処すること。  

 （申請の取下げ）  

第 11 条  機構は、助成金の交付の決定の通知を受けた者が前条に

よ り 付 さ れ た 条 件 の う ち 同 条 第 １ ７ 号 に 基 づ き 取 下 げ の 届 出 が

あったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったも

のとみなして措置するものとする。  

 （助成事業の内容の変更）  

第 12 条  機構は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、様式第６による計画変更承認申請書を提出させ、あらかじ



め承認を受けさせるものとする。  

一  助成事業の実施方法等主要な内容を 変 更 し よ う と す る と き 。 

二  助成事業の期間を変更しようとするとき。  

三  交付を決定された助成金の額を変更しようとするとき。  

２  機構は、前項に基づく承認申請書を受理したときは、これを審

査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承

認したときは、その旨を当該助成事業者に速やかに通知するもの

とする。  

３  第９条及び第１０条の規定は、前項の通知をする場合に準用す

る。  

４  機構は、第１項各号のいずれにも該当しない軽微な変更につい

ては、様式第７による計画変更届出 書を提出させるものとする 。

ただし、機構が別に定める助成対象事業の内訳に係る配分額ごと

の１００分の１０以内の変更であり、かつ直接人件費を増加させ

ない変更である場合を除く。  

 （助成事業の承継）  

第 13 条  機構は、助成事業者について相続、法人の合併又は分割

等により助成事業を行う者が変更された場合において、その変更

に よ り 事 業 を 承 継 す る 者 が 当 該 助 成 事 業 を 継 続 し て 実 施 し よ う

とするときは、様式第８による承継承認申請書をあらかじめ機構

に提出させ、その者が助成金の交付に係る変更前の助成事業を行

う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。  

２  機構は、前項の承認をしたときは、その旨を、速やかに当該承

認の申請をした者に通知するものとする。  

（ 債 権 譲 渡 の 禁 止 ）  

第 14 条   助 成 事 業 者 は 、 第 ９ 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ く 交 付

決 定 に よ っ て 生 じ る 権 利 の 全 部 又 は 一 部 を 機 構 の 承 諾 を



得 ず に 、 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。 た

だ し 、 信 用 保 証 協 会 、 資 産 の 流 動 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １

０ 年 法 律 第 １ ０ ５ 号 ）第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 特 定 目 的 会

社 又 は 中 小 企 業 信 用 保 険 法 施 行 令（ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ３ ５

０ 号 ）第 １ 条 の ２ に 規 定 す る 金 融 機 関 に 対 し て 債 権 を 譲 渡

す る 場 合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  機 構 が 第 １ ５ 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ く 確 定 を 行 っ た 後 、

助 成 事 業 者 が 前 項 た だ し 書 に 基 づ い て 債 権 の 譲 渡 を 行 い 、

助 成 事 業 者 が 機 構 に 対 し 、民 法（ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ）

第 ４ ６ ７ 条 又 は 動 産 及 び 債 権 の 譲 渡 の 対 抗 要 件 に 関 す る

民 法 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ０ 年 法 律 第 １ ０ ４ 号 。

以 下 「 債 権 譲 渡 特 例 法 」 と い う 。） 第 ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す

る 通 知 又 は 承 諾 の 依 頼 を 行 う 場 合 に は 、機 構 は 次 の 各 号 に

掲 げ る 事 項 を 主 張 す る 権 利 を 保 留 し 又 は 次 の 各 号 に 掲 げ

る 異 議 を 留 め る も の と す る 。ま た 、助 成 事 業 者 か ら 債 権 を

譲 り 受 け た 者 が 機 構 に 対 し 、債 権 譲 渡 特 例 法 第 ４ 条 第 ２ 項

に 規 定 す る 通 知 若 し く は 民 法 第 ４ ６ ７ 条 又 は 債 権 譲 渡 特

例 法 第 ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 承 諾 の 依 頼 を 行 う 場 合 に つ

い て も 同 様 と す る 。  

  一  機 構 は 、助 成 事 業 者 に 対 し て 有 す る 請 求 債 権 に つ い て

は 、 譲 渡 対 象 債 権 金 額 と 相 殺 し 、 又 は 、 譲 渡 債 権 金 額 を 軽

減 す る 権 利 を 保 留 す る 。  

  二  債 権 を 譲 り 受 け た 者 は 、譲 渡 対 象 債 権 を 前 項 た だ し 書

に 掲 げ る 者 以 外 へ の 譲 渡 又 は こ れ へ の 質 権 の 設 定 そ の 他

債 権 の 帰 属 並 び に 行 使 を 害 す べ き こ と を 行 わ な い こ と 。  

  三  機 構 は 、助 成 事 業 者 に よ る 債 権 譲 渡 後 も 、助 成 事 業 者

と の 協 議 の み に よ り 、助 成 金 の 額 そ の 他 の 交 付 決 定 の 変 更

を 行 う こ と が あ り 、こ の 場 合 、債 権 を 譲 り 受 け た 者 は 異 議

を 申 し 立 て ず 、当 該 交 付 決 定 の 内 容 の 変 更 に よ り 、譲 渡 対

象 債 権 の 内 容 に 影 響 が 及 ぶ 場 合 の 対 応 に つ い て は 、専 ら 助

成 事 業 者 と 債 権 を 譲 り 受 け た 者 の 間 の 協 議 に よ り 決 定 さ

れ な け れ ば な ら な い こ と 。  



３  第 １ 項 た だ し 書 に 基 づ い て 助 成 事 業 者 が 第 三 者 に 債 権

の 譲 渡 を 行 っ た 場 合 に お い て は 、機 構 が 行 う 弁 済 の 効 力 は 、

会 計 事 務 の 取 扱 に 関 す る 機 構 達（ 平 成 １ ５ 年 度 機 構 達 第 ６

号 ）第 ５ 条 の 規 定 に 基 づ き 、出 納 命 令 職 又 は 出 納 命 令 職 代

理 が 支 出 の 決 定 を 行 っ た と き に 生 ず る も の と す る 。  

 （助成金の額の確定）  

第 15 条  機構は、助成事業者から実績報告書を受理したときは、

その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報

告 に 係 る 助 成 事 業 の 実 績 が 助 成 金 の 交 付 の 決 定 の 内 容 及 び こ れ

に付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の

額を確定し、当該助成事業者に通知するものとする。  

２  前項の助成金の確定額は、機構が助成率を定めた事業の場合は、

助 成 対 象 経 費 の 区 分 ご と に 配 分 さ れ た 経 費 の 実 支 出 額 に 助 成 率

を 乗 じ て 得 た 額 と 機 構 の 交 付 決 定 に よ り 配 分 さ れ た 経 費 ご と に

対応する助成金の額（当該交付決定が変更された場合には、変更

後の額）のいずれか低い額の合計額とし、定額助成と定めた事業

の 場 合 は 実 績 報 告 書 に よ り 報 告 さ れ た 費 目 ご と の 経 費 の 実 支 出

額 と 機 構 の 交 付 決 定 に よ り 配 分 さ れ た 経 費 ご と に 対 応 す る 助 成

金の額（当該交付決定が変更された場合には、変更後の額）のい

ずれか低い額の合計額とする。  

 （助成金の支払）  

第 16 条  機構は、前条の規定により交付すべき助成金の額を確定

した後に、助成事業者に対し、助成金を支払うものとする。ただ

し、必要があると認められる場合は、概算払をすることができる。 

２  機構は、助成事業者が助成金の支払を請求しようとするときは、

様式第９による助成金精算（概算）払請求書を提出させるものと

する。  

 （財産の管理等）  

第 17 条  助成事業者は、当該助成事業による取得財産等について、



助 成 事 業 の 完 了 後 に お い て も 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理

し、助成金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければ

ならない。  

２  助成事業者は、取得財産等について、様式第１０による取得財

産等管理台帳を備えて管理するとともに、助成事業の完了の日後

に 提 出 す る 実 績 報 告 書 に 様 式 第 １ １ に よ る 取 得 財 産 等 明 細 表 を

実績報告書に添付して提出するものとする。  

３  助成事業者は、取得財産等の処分により収益が生じたときは、

機構の請求に応じ、その収入の全部又は一部を機構に納付しなけ

ればならない。  

 （財産の処分制限）  

第 18 条  助成事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、

取得価格又は効用の増加価格が単価 ５０万円以上の機械、器具 、

備品及びその他の財産とする。  

２  取得財産等の処分を制限する期間は、経済産業大臣が別に定め

る期間とする。  

３  助成事業者は、前項の規定により定められた期間内において、

処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらか

じめ、様式第１２による財産処分承認申請書を機構に提出し、そ

の承認を受けなければならない。  

４  機構は、前項の規定による財産処分承認申請書の提出があった

ときは、処分の目的が交付要綱第２条の交付の目的に合致する場

合に承認するものとする。  

５  前条第３項の規定は、第３項の承認をする場合に準用する。  

 （中止又は廃止の承認）  

第 19 条  機構は、助成事業者がその責めに帰さない事由により当

該助成事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止しようとする



ときは、その承認を受けさせるものとする。  

２  機構は、助成事業者が前項の承認を受けようとするときは、様

式第６に準じた中止（廃止）承認申 請書をあらかじめ提出させ 、

これを審査し、当該申請に係る中止又は廃止がやむを得ないと認

めてこれを承認したときは、様式第１３により速やかに当該助成

事業者に通知するものとする。  

３  第１５条の規定は、機構が第１項の承認をした場合に準用する。 

 （交付決定の取消）  

第 20 条  機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、第９条

の 規 定 に よ る 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き

る。  

一  助成事業者が、助成金を助成事業以外の用途に使用したとき。 

二  助成事業者が、第９条の規定により交付の決定の内容に違反

したとき。  

三  助成事業者が、第１０条の規定により付された条件に違反し

たとき。  

四  助成事業者が、その他法令等に違反したとき。  

五  助成事業者が、機構との助成事業等に関して不正又は虚偽の

報告等をしたとき。  

２  前項の規定は、第１５条の規定に基づく助成金の額の確定があ

った後においても適用するものとする。  

３  機構は、第１項に基づく取消をしたときは、様式第１３に準じ

た様式により速やかに助成事業者に通知するものとする。  

 （助成金の返還等）  

第 21 条  機構は、前条の規定に基づき助成金の交付の決定を取り



消した場合において、助成事業の当該取消に係る部分に関し、既

に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請

求するものとする。  

２  機 構 は 、 第 １ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 額 の 確 定 を し た 場 合

（第１９条第３項において 準用する場合を含む。）において、 既

にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、

その超える部分の助成金の返還を請求するものとする。  

３  機構は、前２項に基づき助成金の返還を請求しようとするとき

は、次に掲げる事項を、速やかに助成事業者に通知するものとす

る。  

一  返還すべき助成金の額  

二  加算金及び延滞金に関する事項  

三  納期日  

４  機構は、第１項又は第２項の規定に基づき助成金の返還を請求

したときは、様式第１４又は第１５により報告させるものとする。 

５  機構は、助成事業者が、返還すべき助成金を第３項第３号に規

定する納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納

付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５パー

セントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。  

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う助成金

の返還）  

第 22 条  助成事業者は、助成事業完了後に、消費税及び地方消費

税 の 申 告 に よ り 助 成 金 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入

控除税額が確定した場合には、様式第１６により速やかに機構に

報告しなければならない。  

２  機構は、第９条第５項の規定による交付の決定をした場合であ

って、前項の報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。 



３  前条第３項及び第５項の規定は、前項の返還を請求する場合に

準用する。  

 （加算金の計算）  

第 23 条  機構は、助成金が２回以上に分けて交付されている場合

における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する

助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求

した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求し

た額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において

受領したものとして行うものとする。  

２  機構は、加算金を徴収する場合において、助成事業者の納付し

た金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金

額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。 

 （延滞金の計算）  

第 24 条  機構は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求し

た助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の

翌 日 以 後 の 期 間 に 係 る 延 滞 金 の 計 算 の 基 礎 と な る べ き 未 納 付 額

は、その納付金額を控除した額によるものとする。  

２  前条第２項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する 。  

 

 （その他必要な事項）  

第 25 条  この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。  

   附  則（平成 15 年度規程第 50 号）  

 この規程は、平成 15 年 10 月 1 日から施行する。  

   附  則（平成 16 年度規程第 13 号）  



 この規程は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。  

   附  則（平成 16 年度規程第 50 号）  

 この規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。  

   附  則（平成 17 年度規程第 62 号）  

 この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。  

   附  則（平成 18 年度規程第 51 号）  

 この規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。  

   附  則（平成 19 年度規程第 70 号 ）  

 この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。  

   附  則（平成 20 年度規程第 64 号）  

 この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。  

   附  則（平成 22 年度規程第 47 号）  

 この規程は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。  



別 表  

助 成 対 象 経 費  

 

助成対象経費の区分 助成率 内   容  

１．環境技術総合研究

協力 

定額 現地調査費、研究費、設備費、研

究者受入費、成果普及費、委員会

経費、報告書作成費等 

２．提案公募型開発支

援研究協力 

平成 22 年度からの

継続事業は定額、平

成 23 年度新規採択

事業からは大企業

1/2、その他 2/3 

現地調査費、研究費、設備費、研

究者受入費、成果普及費、委員会

経費、報告書作成費等 

(注) 大企業とは、中 小 企 業 基 本 法  第 二 条 に あ る「 中 小 企 業 者 」を 超 え る 規 模 の 企

業 の 者 と し 、 そ の 他 と は 、 中 小 企 業 基 本 法  第 二 条 に あ る 「 中 小 企 業 」 の 基

準 内 に あ る 企 業 と 、 大 学 や 研 究 機 関 等 の 大 企 業 並 び に 中 小 企 業 で は な い 本 事

業 に 提 案 さ れ る 日 本 法 人 を 指 す 。 それらの判定時点は、交付決定年度の 4 月 1 日時点に

おける直近データによるものとする。 

 


